
　長洲港の港湾区域の陸域に設定する港湾隣接地域の指定および変更に向け、次のとおり公聴会が開催されます。
▶日時　２月27日㊎　午後７時～
▶場所　長洲町中央公民館
▶意見を伺う事項
　港湾隣接地域の指定および変更に関するご意見
▶公述の申出に関する事項
　公聴会において意見を述べようとする人は、
２月20日㊎までに、公述の申出を行ってください。
（必着）
※詳しくは、県HPをご覧ください。
※公聴会では、公述人の意見をお聴きするのみです。
　県からの質疑応答は行われません。 
※ 公述の申出がなかった場合、公聴会は開催され
ません。

長洲港港湾隣接地域の指定および変更案の
閲覧について
▶期間　２月６日㊎～26日㊍
▶場所　長洲町役場、県庁港湾課、
　　　　県北広域本部玉名地域振興局工務課
　　　　（※県HPでも閲覧できます。）
▶時間　午前８時30分～午後５時15分

問　熊本県土木部河川港湾局　港湾課　
☎096-333-2516

長洲港港湾隣接地域の指定および変更に関する公聴会が開催されます

県HP

　一年の無病息災を祈願する伝統行事
「どんどや」が、町内各所で行われました。
　「どんどや」は、正月飾りやお守り、し
め縄などを燃やすことで、新年の健康や家
内安全を祈る行事です。
　当日は、それぞれの地域で住民の皆さん
が集まり、勢いよく燃え上がる炎を前に願
いを込める姿が見られました。

　長洲町では令和７年12月に学校で使用しているタブレット端末
の更新を行いました。
　国のGIGAスクール構想により、全国の学校ではタブレット端末
を使った学習の機会が増えており、本町においても学校でのタブ
レット活用を積極的に進め
ています。
　また、家庭に持ち帰って
の学習活用など、タブレッ
トを紙やペンと同じように、
文房具の一つとして使い
こなせるよう、推進してい
きます。

　広報ながすでは、各区の行事などを掲載
しています。区で行われた行事を広報に掲
載しませんか。
※ 内容によっては掲載を見送る場合があり
ます。一度ご連絡ください。

　　　　問　まちづくり課　企画調整係
　　　　　　☎78-3239

児童生徒のタブレット端末が
新しくなりました

各区の行事を広報に
載せませんか？

上がる炎を見守る様子（赤崎区） （新町区）

伝統行事「どんどや」を開催
無病息災を祈願
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す
。
持
ち
込
ま
れ
る
際
は
、
絶
縁
の
た
め
に
充
電
端

子
口
に
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
を
貼
っ
て
持
参
く
だ
さ
い
。

　
判
断
に
困
る
場
合
は
、
窓
口
ま
で
お
持
ち
い

た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
回
収
時
間

　
平
日

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
場
所
　
住
民
環
境
課
環
境
対
策
推
進
係

※ 

家
電
製
品
か
ら
取
り
外
し
が
で
き
る
も
の

は
取
り
外
し
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
業
用
は
回
収
い
た
し
ま
せ
ん
。

●
問
　
住
民
環
境
課
　
環
境
対
策
推
進
係
　

　
　
　
☎
（
78
）
３
１
２
２

牛
・
豚
・
鶏
な
ど
の
飼
養
者
は
、
種
類
や

頭
羽
数
な
ど
の
定
期
報
告
が
必
要
で
す
！

　
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
よ
り
、
家
畜
・
家

き
ん
の
飼
養
者
は
毎
年
県
へ
飼
養
状
況
を
報

告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
小
規
模
所
有
者

も
毎
年
２
月
１
日
時
点
の
飼
養
家
畜
・
家
き

ん
の
種
類
と
頭
羽
数
を
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
牛
・
水
牛
・
馬
・
ポ
ニ
ー
の
場
合

　
各
１
頭

② 

め
ん
羊
・
山
羊
・
豚
・
ミ
ニ
ブ
タ
・
イ
ノ
ブ
タ
・

イ
ノ
シ
シ
・
鹿
の
場
合

　
各
５
頭
以
下

③ 

鶏
・
ア
ヒ
ル
・
ア
イ
ガ
モ
・
ウ
ズ
ラ
・
キ
ジ
・

ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
・
七
面
鳥
の
場
合  

各
99
羽
以
下

④ 

ダ
チ
ョ
ウ
・
エ
ミ
ュ
ー
の
場
合
　
９
羽
以
下

▼
提
出
期
限
　
2
月
末
ま
で

▼
申

　
農
林
水
産
課

※ 

報
告
用
紙
は
町
農
林
水
産
課
で
受
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
ハ
ト
や
イ
ン
コ

な
ど
の
飼
養
に
つ
い
て
は
報
告
は
不
要
で
す
。

●
問

　
県
城
北
家
畜
保
健
衛
生
所

　
　
　
☎
０
９
６
８
（
46
）２
０
７
５

　
　
　
℻
０
９
６
８
（
46
）３
３
３
２

リ
サ
イ
ク
ル
体
験
受
講
者
募
集

ガ
ラ
ス
カ
レ
ッ
ト
で
砂
絵
を
作
ろ
う

▼
日
時

　
2
月
20
日
㊎

　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
〜
午
後
3
時

▼
場
所
　
ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
フ
ァ
イ
ブ

　
　
　
　
２
階
　
体
験
教
室

▼
講
師

　
職
員

　
　
▼
募
集
人
数

　
10
人

▼
持
ち
物
　
①
Ａ
５
用
紙
の
サ
イ
ズ
の
下
絵

（
砂
絵
に
し
た
い
絵
を
描
い
て
き
て
く
だ
さ

い
。
線
の
少
な
い
簡
単
な
も
の
が
オ
ス
ス
メ
）

②
手
拭
き
タ
オ
ル

※ 

下
絵
の
ご
用
意
も
あ
り
ま
す
。
絵
の
苦
手

な
人
も
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※ 

ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
フ
ァ
イ
ブ
に
見
本
を
展

示
し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
期
間

　
2
月
2
日
㊊
〜
16
日
㊊

※
電
話
受
付
時
間
　
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

※
最
終
日
は
午
後
3
時
ま
で

▼
応
募
方
法  

電
話  

※
日
曜
日
も
電
話
受
付
可

※
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
。

●
申
・
問
　
ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
フ
ァ
イ
ブ

　
　
　
　
　
☎
（
78
）
４
４
３
３

役
場
窓
口
で
充
電
式
電
池
（
リ
チ
ウ
ム
イ

オ
ン
電
池
な
ど
）
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
！

　
住
民
環
境
課
の
窓
口
に
て
充
電
式
電
池
（
リ
チ

ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
な
ど
）
回
収
を
行
な
っ
て
お
り
ま

ガラスカレットの砂絵

バイクや軽自動車の廃車手続きお忘れではないですか？
　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日に軽自動車や原付バイク、小型特殊自動車などを所有している人に
課税されます。次に該当する場合は、廃車や名義変更の手続きが必要です。

・廃棄、解体した・壊れて使用できない
・譲渡、売却した・所有者が亡くなった
・盗難に遭った　など

　４月２日㊍以降に廃車や名義変更の手続きをした場合、令和８年度分が課税されます。月割課税や差額還付
の制度はありませんので、お早めに手続きを済ませてください。
▶手続き場所と対象となる車輌の種類
　【役場税務課窓口】
　・原動機付自転車（125cc以下）
　・小型特殊自動車　
　・ミニカー

【軽自動車検査協会熊本事務所】
　・軽自動車（三輪・四輪）

【九州運輸局熊本運輸支局】
　・軽二輪（125ccを超え250 cc以下）
　・小型二輪（250cc超）
※詳しくはお問い合わせください。

問　税務課　☎78-3123

農耕用自動車の登録はおすみですか？
　農耕用自動車（トラクター・コンバインなど）は、
公道を走らない場合でもナンバープレートを取り付
ける必要があります。
　現在、農耕用自動車を所有されナンバープレート
がついていない状態で使用している場合には、役場
税務課にて早急に手続をお願いします。
▶登録が必要な農耕用自動車
　①乗用装置が装備されている
　②最高時速が35㎞/h未満

▶手続き期限
　４月１日㊌まで
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南
関
町
役
場

　
相
談
室
1
、
相
談
室
2

●
申
・
問

　
熊
本
県
司
法
書
士
会
事
務
局

　
　
　
　
　
☎
０
９
６-

3
６
４-

２
８
８
９

九
州
看
護
福
祉
大
学
が

公
開
講
座
を
開
催
し
ま
す

▼
日
時
、
内
容

2
月
7
日
㊏
　
午
後
1
時
30
分
〜
3
時

演
題
「
学
校
に
必
要
な
福
祉
の
視
点
」

講
師
　
社
会
福
祉
学
科

　
　
　
教
授

　
日
比
眞
一 

さ
ん

14
日
㊏
　
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

演
題
「 

か
ら
だ
を
保
護
す
る
よ
り
よ
い
歯
や

口
の
状
態
に
整
え
て
い
こ
う
」

講
師
　
口
腔
保
健
学
科

　
　
　
教
授
　
中
山
真
理 

さ
ん

21
日
㊏
　
午
後
1
時
30
分
〜
3
時

演
題
「
睡
眠
の
東
洋
医
学
」

講
師
　
鍼
灸
ス
ポ
ー
ツ
学
科

　
　
　
助
教
　
岩
﨑
泰
知 

さ
ん

28
日
㊏
　
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

演
題
「『
万
葉
集
』
と
中
国
の
か
か
わ
り
」

講
師
　
基
礎
・
教
養
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　
専
任
講
師
　
髙
継
芬 
さ
ん

▼
場
所
　
九
州
看
護
福
祉
大
学
　
2
号
館

▼
参
加
費
　
無
料

▼
対
象

　
中
学
生
以
上
の
人

※
事
前
申
し
込
み
不
要

　
詳
細
は
大
学
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い

●
問

　
九
州
看
護
福
祉
大
学

　
企
画
課

　
　
　
☎
０
９
６
８-

75-

１
８
３
４

心
肺
蘇
生
法
や
A
E
D
を
知
ろ
う
！

▼
日
時

　
3
月
15
日
㊐

　
午
前
9
時
〜
11
時

▼
場
所
　
荒
尾
消
防
署
　

▼
参
加
費

　
無
料

▼
内
容
　
成
人
に
対
応
し
た
心
肺
蘇
生
法

　
　
　 

（
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
用
い
た
救
命
講
習
）

▼
定
員
　
先
着
15
人

※
事
前
に
電
話
で
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

▼ 

そ
の
他
　
以
前
、
普
通
救
命
講
習
会
を
受

け
ら
れ
た
人
は
、
修
了
証
カ
ー
ド
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
し
込
み
数
が
５
人
未
満
の
場
合
や
流
行

性
感
染
症
の
流
行
な
ど
で
、
講
習
会
の
開

催
を
延
期
ま
た
は
中
止
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
問
・
申
　
荒
尾
消
防
署
　
救
急
係

　
　
　
　
　
☎
（
63
）
１
１
２
１

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月
間

無
料
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　
熊
本
県
司
法
書
士
会
で
は
、
毎
年
2
月
を

「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月
間
」
と
し

て
県
下
一
斉
の
無
料
相
談
所
を
開
設
い
た
し

ま
す
。
司
法
書
士
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
・
場
所
（
予
約
制
）

2
月
7
日
㊏

①
午
前
10
時
〜
正
午

　
②
午
後
1
時
〜
3
時

　
荒
尾
市
役
所

　
11
号
会
議
室

2
月
14
日
㊏

①
午
前
10
時
〜
正
午

　
②
午
後
1
時
〜
3
時

　
玉
名
市
民
会
館
会
議
棟

　
第
1
会
議
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
2
会
議
室

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
荒
尾
公
共
職
業
訓
練

令
和
８
年
４
月
生
募
集
の
ご
案
内

　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
荒
尾
で
は
職
業
訓
練

受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。
訓
練
は
も
の
づ
く

り
を
中
心
と
し
た
就
職
に
結
び
つ
き
や
す
い

内
容
で
す
。
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
施
設
見
学
会

　
２
月
４
日
㊌
、
17
日
㊋

【
募
集
】

▼
募
集
科
・
人
員

①
機
械
C
A
D
加
工
科
　
15
人

②
溶
接
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
　
12
人

③
建
設
機
械
科
　
10
人

④
ビ
ル
管
理
技
術
科
　
15
人

⑤
C
A
D
も
の
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
科

　
18
人

【
募
集
要
項
】

▼
募
集
期
間
　
2
月
20
日
㊎
ま
で

▼
筆
記
試
験
・
面
接
日

　
3
月
3
日
㊋

▼
訓
練
期
間  

（
６
カ
月
間
）

　
4
月
2
日
㊍
〜
9
月
29
日
㊋

▼
必
要
経
費

　
教
科
書
代
（
受
講
料
無
料
）

●
問
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
荒
尾
（
訓
練
課
）

　
　
　
☎
０
９
６
８-

62-

８
６
１
０

海
上
保
安
庁
職
員
募
集
の
お
し
ら
せ

令
和
８
年
10
月
採
用

海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験（
特
別
）

▼
受
付
期
間

　
3
月
2
日
㊊
〜
23
日
㊊

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

▼
試
験
日

　

　
第
１
次
試
験
日

　
５
月
10
日
㊐

　
第
２
次
試
験
日

　
６
月
３
日
㊌
〜
24
日
㊌

　
最
終
合
格
発
表
日
　
７
月
24
日
㊎

▼
受
験
資
格

① 

令
和
８
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
等
学
校

ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
13
年
を
経
過
し
て
い

な
い
者
お
よ
び
令
和
８
年
９
月
ま
で
に
高

等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格

が
あ
る
と
認
め
る
者

令
和
９
年
４
月
採
用

海
上
保
安
官
採
用
試
験

▼
受
付
期
間

　
２
月
19
日
㊍
〜
３
月
23
日
㊊

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

▼
試
験
日

　
第
１
次
試
験
日
　
５
月
24
日
㊐

　
第
２
次
試
験
日

　
７
月
７
日
㊋
〜
14
日
㊋

　
最
終
合
格
発
表
日
　
８
月
12
日
㊌

▼
受
験
資
格

　 

１
９
９
６
（
平
成
８
年
）
４
月
２
日
以
降

生
ま
れ
の
者
で
、
大
学
（
短
期
大
学
を
除

く
。
以
下
同
じ
。）
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び

２
０
２
７
年
（
令
和
９
年
）
３
月
ま
で
に

大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
並
び
に
人

事
院
が
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
の
資
格
が
あ

る
と
認
め
る
者
。

※ 

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
人
事

院
Ｈ
Ｐ
「
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報

N
A
V
I
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問

　
第
十
管
区
海
上
保
安
部
総
務
部
人
事
課

　
　
　
☎
０
９
９-

２
５
０-

９
８
０
０

海上保安官
採用サイト

２０２6年2月号　　　おしらせ
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～給付事業のご案内～

物価高対応子育て応援手当

農
業
者
の
皆
さ
ま
へ

　
町
で
は
、
営
農
に
必
要
な
物
資
な
ど
の
物

価
高
騰
に
よ
り
収
益
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
農

業
経
営
体
の
皆
さ
ま
へ
給
付
事
業
を
実
施
し

ま
す
。

▼
対
象
者

・ 

令
和
７
年
度
中
に
販
売
を
目
的
と
し
て
千
㎡

以
上
農
作
物
を
作
付
け
し
て
い
る
人

・ 

農
業
所
得
が
あ
る
人

・ 

町
内
在
住
で
町
税
な
ど
の
滞
納
が
無
い
人

▼
給
付
額

農
業
の
経
営
面
積
（
作
付
面
積
）
に
応
じ
て

支
給

千
㎡
以
上
１
万
㎡
未
満
の
人 

２
万
円

１
万
㎡
以
上
5
万
㎡
未
満
の
人 

６
万
円

５
万
㎡
以
上
10
万
㎡
未
満
の
人 

10
万
円

10
万
㎡
以
上
の
人 

20
万
円

・ 

施
設
園
芸
農
業
者
（
ト
マ
ト
・
ミ
ニ
ト
マ

ト
な
ど
）
の
人
に
は
千
㎡
あ
た
り
３
万
円

を
上
乗
せ
支
給
し
ま
す
。

・ 

果
樹
農
業
者
（
梨
・
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
）

の
人
に
は
、
千
㎡
あ
た
り
２
万
円
を
上
乗

せ
支
給
し
ま
す
。

・ 

支
給
上
限
額
は
40
万
円
で
す
。

▼
必
要
物

・
印
鑑（
認
印
）

・
振
込
先
金
融
機
関
口
座
の
通
帳
の
写
し

・ 

申
告
書
の
写
し
（
令
和
６
年
ま
た
は
令
和

７
年
の
収
支
の
内
訳
が
わ
か
る
も
の
）

　
物
価
高
の
影
響
が
長
期
化
す
る
中
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
し
、
こ
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長

を
応
援
す
る
た
め
「
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
」
を
支
給

し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者

・ 

令
和
7
年
9
月
30
日
時
点
で
、
児
童
手
当
の
支
給
対
象
と
な
っ

て
い
る
18
歳
（
高
校
生
年
代
）
以
下
の
こ
ど
も
を
養
育
す
る
人

・ 

令
和
7
年
10
月
1
日
か
ら
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ

る
こ
ど
も
を
養
育
す
る
人

▼
支
給
対
象
児
童

　
平
成
19
年
4
月
2
日
か
ら
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
児
童
（
児
童
手
当
の
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
る
児
童
）

▼
支
給
額

　
こ
ど
も
１
人
あ
た
り
２
万
円

▼
申
請
方
法

　
支
給
対
象
と
な
る
人
に
は
、
支
給
に
関
す
る
お
知
ら
せ
を
2
月

上
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。
申
請
は
不
要
で
す
。

※
申
請
が
必
要
な
人

①
所
属
庁
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
公
務
員
の
人

②
令
和
7
年
10
月
1
日
以
降
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育
す
る
人

③ 

令
和
7
年
10
月
1
日
以
降
に
離
婚
等
に
よ
り
新
た
に
児
童
手
当

の
受
給
者
と
な
っ
た
人

▼
支
給
方
法

申
請
が
不
要
な
人
： 

児
童
手
当
で
登
録
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
口

座
へ
速
や
か
に
支
給
し
ま
す
。

申
請
が
必
要
な
人
： 

令
和
８
年
２
月
10
日
㊋
よ
り
子
育
て
支
援
課

に
て
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

　

問
　
子
育
て
支
援
課
　
☎
（
78
）
３
１
２
６

漁
業
者
・
養
魚
業
者
の
皆
さ
ま
へ

　
近
年
の
燃
料
費
や
資
材
費
の
価
格
高
騰
に

よ
り
経
費
負
担
が
増
加
し
て
い
る
漁
業
者
・

養
魚
業
者
の
皆
さ
ま
に
給
付
事
業
を
実
施
し

ま
す
。

▼
対
象
者

・ 

年
間
の
販
売
額
が
50
万
以
上
あ
る
漁
業
者
、

養
魚
業
者
（
水
産
加
工
品
の
生
産
の
み
を

行
う
人
対
象
外
）

・ 

漁
業
・
養
魚
業
の
事
業
収
支
に
つ
い
て
申

告
を
し
て
い
る
人

・ 

町
内
在
住
で
町
税
な
ど
の
滞
納
が
無
い
人

▼
給
付
額

　
申
告
書
に
計
上
さ
れ
て
い
る
経
費
支
出
の

１
／
４
に
相
当
す
る
額

※ 

給
付
額
は
、
事
業
収
入
額
に
応
じ
て
上
限

額
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
に
記
載
が
あ
る
事
業
収
入
額

3
百
万
円
未
満
の
人
　
　
　
上
限
5
万
円

5
百
万
円
未
満
の
人

　
　
　
上
限
10
万
円

1
千
万
円
未
満
の
人
　
　
　
上
限
20
万
円

1
千
万
円
以
上
の
人
　
　
　
上
限
30
万
円

▼
必
要
物

・
印
鑑（
認
印
）

・ 

振
込
口
座
に
係
る
通
帳
の
写
し

・ 

申
告
書
の
写
し(

収
支
の
内
訳
が
分
か
る

も
の)

▼
そ
の
他

　
申
請
に
あ
た
り
、
ご
不
明
点
な
ど
は
お
気

軽
に
農
林
水
産
課
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
問・●申　農林水産課　☎78-3265
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　物価高騰の影響を受けている町民の暮らしを支援するとともに、町内事業者を
応援するため、「くらしにホッと商品券」を配布します。
　この商品券は、町内の登録店舗で利用できる商品券で、日々の買い物などに
幅広くご利用いただけます。

長洲町「くらしにホッと商品券」

援事業を実施します
地方創生臨時交付金を活用し、エネルギーや食料品
事業者の皆さまを支援する取り組みを行います。

●対象者　令和８年１月１日時点で、住民基本台帳
に記録されている人

●交付額　町民１人あたり 10,000円
　　　　　（1,000円券 × 10枚）
●券の内訳
　●全店共通券：７枚
　●小規模店券：３枚
　※小規模店とは、売場面積500㎡未満の店舗です
　※町内の登録店舗のみで利用できます

商品券の内容

町内事業者の皆さまへ

　町では、「くらしにホッと商品券」を利用できる取扱登録店舗を募集しています。
　登録店舗では、町内全世帯に配布される商品券を取り扱うことができます。

●配布方法・時期
商品券は、対象者の世帯ごとにまとめて
２月下旬から順次郵送します。

　申請手続きは不要です。
※郵送の関係により、各世帯へ届く時期が
異なる場合があります。

●利用期間
　３月１日㊐から７月31日㊎まで

●利用上の注意
　●おつりは出ません。
　●現金との引き換えはできません。
　※商品券は、公共料金・税金の支払いなどには使
用できません。
その他詳しい利用条件や、利用できないものに
ついては、町HPに掲載する実施要項や商品券に
同封する案内をご確認ください。

●取扱店舗について
商品券を利用できる店舗は、町内の登録店
舗に限られます。
登録店舗の一覧は、商品券に同封する一覧
表や町HPでお知らせします。

●問　総務課　☎78-3111
　　　メール：mirai@town.nagasu.lg.jp

●申請方法
所定の申請書に必要事項を記入のうえ、
まちづくり課窓口への持参、郵送または
電子メールにより申し込みください。
　※詳しくは、町HPに掲載する取扱店募集
要項をご確認ください。

●問　まちづくり課　商工観光係　☎78-3219　メール：shoukou@town.nagasu.lg.jp

「くらしにホッと商品券」取扱登録店舗を募集しています

●登録対象　町内の事業所または店舗
　　　　　　町が定める要件を満たすもの
●申請期間　３月27日㊎まで（郵送の場合は必着）
　※２月13日㊎までに受け付けた申請分については、町が
作成する町内全世帯配布チラシに店舗名などを掲載し
ます。２月16日㊊以降に受け付けた申請分については、
町HPでの掲載となります。

＜町HP＞
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　町内在住または町出身の大学生などの皆さんを対象に一人につき20,000円を給付します。

●対象者　
　年齢が18歳以上29歳以下の人で次の要件を満たす必要があります。
　①令和８年１月１日時点で大学生等本人又はその保護者が町の住民基本台帳に記録されている人
　②令和８年１月１日時点で学校教育法に定める高等専門学校専攻科、専修学校、短期大学、大学、
　　 大学院に在学している人
　③正規雇用に就いていない人
　④科目等履修生、聴講生、研究生、選科生等の正規の学生以外でないこと。

●申請期間
　令和８年２月２日㊊～５月29日㊎

●申請方法など
　申請方法などの詳細は、町HPをご覧ください。

●問　まちづくり課　☎78-3239

大学生等生活支援給付金

　町内の漁業・養魚業の経営体に
対し、水産業および内水産業にお
ける生産基盤の安定を図るため、
収入総額に応じた給付金を支給し
ます。

※詳しくは、13ページ参照

漁業・養魚業生産資材等
価格高騰対策重点支援事業

　エネルギーや食料品などの物価
高騰の影響を受けている町内の保
育園、認定こども園に対し、経済
的支援として給付金を支給します。

●問  子育て支援課  ☎78-3126

教育・保育施設物価高騰
対応重点支援事業

　町内の農業経営体に対し、農業
経営と生産基盤の安定を図るため、
作付面積に応じた給付金を支給し
ます。

※詳しくは、13ページ参照

農業生産資材等価格高騰
対策重点支援事業

　燃料価格等の物価高騰の影響を
受ける町内のタクシー事業者に対
し、経済的支援として給付金を支
給します。

●問  まちづくり課  ☎78-3239

交通事業者支援給付金

　生活が困窮している家庭などが
十分な支援を受けることができる
ように、社会福祉協議会に対して
食料品などの購入に係る費用を補
助します。

●問　福祉保健介護課　福祉係
　　　　　　  ☎78-3135

生活困窮者支援
体制整備事業

　町内の障がい・介護サービス事
業者に対する経済的支援として、
事業所を運営する法人と従業員数
に応じた給付金を支給します。　

●問  福祉保健介護課  介護保険係
　　　　　　  ☎78-3144

障がい・介護サービス
事業所支援事業

物価高騰に対する支
　　町では、国から交付される物価高騰対応重点支援　

などによる物価高騰の影響を受けている町民や　

＜町HP＞
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【申告期間】２月16日㊊～３月16日㊊
【時　　間】午前９時～正午／午後１時～４時30分
【場　　所】町中央公民館
【予約方法】LINE予約・窓口予約・当日予約（※予約は1人30分単位）
　※電話回線の混雑や予約間違いを避けるため電話予約は行いません。

LINE予約
町公式LINEから予約できます。
予約は、申告希望日の前日までに済ませてください。
予約方法の詳細は、１月号「広報ながす」をご覧ください

窓口予約
場所：役場　税務課（２月13日㊎まで）
時間：午前８時30分～午後５時15分（土日祝日を除く）
※上記期間後は、申告会場で受け付けます。

当日予約 午前８時30分から開始し、受付当日以降の空いている日時をご案内します。事前予約の
人を優先しますので、来場後すぐの案内はいたしかねます。予めご了承ください。

当日の
注意事項

予約時間の５分前から会場での受付を開始します。
予約時間を過ぎても受付されていない場合は、キャンセル扱いになることがあります。
・当日の状況により受付時間が予約時間より遅くなる場合があります。

 持ってくるもの 
　①源泉徴収票（給与所得者、公的年金受給者）
　②マイナンバーカード（個人番号通知カード）
　③障害者手帳、療育手帳など
　④生命保険料・地震保険料などの各種控除証明書
　⑤利用者識別番号（番号がわかる通知など）
★⑥作成した収支内訳書
　（営業、農業などの事業所得者）
★⑦医療費控除の明細 ※医療費控除を受ける場合
    （医療費などの領収書、医療費通知、保険金などの

補てん額が分かるもの）
★農業所得、営業所得、不動産所得などがある人は、
   必ず事前に収支内訳書の作成をお願いします。
★医療費控除を受ける人は、支払医療費などの合計金
額を あらかじめ計算し、明細書を作成してください。

 予約の「変更」・
「キャンセル」について 

　必ず前日までにLINEま
たは電話でご連絡をお願い
します。やむをえず当日
キャンセルされる場合は、
税務課（☎78-3123）まで
お電話ください。

 申告の必要がない人
①公的年金収入のみの人
②給与収入のみで年末調整が済んでおり、他に
収入がない人
③確定申告書を玉名税務署に提出、またはe-Tax
で提出する人

※①、②に該当する場合でも、医療費控除や扶養控除など
を追加することにより、所得税の還付を受けたい場合や
住民税を減額したい場合などは申告が必要です。

 非課税所得のみの人、
　 無収入の人はお電話ください

　令和７年中に収入がなかった人、非課税所得
（失業保険・遺族年金など）のみの人はお電話い
ただくか、申告会場受付でお申し出ください。

町の申告会場で受付できない申告 
□　土地や建物の譲渡所得がある人
□　株式等の譲渡所得の申告がある人
□　青色申告をする人
□　外国税額控除の申告がある人
□　雑損控除を受ける人
□　配当・株式譲渡の損益通算をする人
□　先物取引の申告がある人
□　消費税、相続税や贈与税の申告をする人
□　住宅借入金など特別控除（１年目）を受ける人
□　令和６年分以前の確定申告や修正申告などをする人

（確定）申告相談は事前予約制です。
お問い合わせ　税務課

☎78-3123
☎78-3124

　申告期間中は、職員が申告業務
に従事するため、税務課窓口でお
待たせしたり、電話がつながりに
くい場合があります。皆さまのご
理解とご協力をお願いいたします。

玉名税務署やe-Taxで
確定申告をお願いします

町公式LINE
⇒⇒⇒

２０２6年2月号　　　おしらせ
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税務署からのお知らせ

　　国税庁「確定申告書など作成コーナー」

　　確定申告書などを印刷して
　　提出する場合の送付先　　

　　問い合わせ先　　　　　 

　　閉庁日３月１日㊐
　　確定申告相談を受け付けます

　　玉名税務署　確定申告相談会場　※予約は２月２日㊊からです！

　「確定申告書など作成コーナー」では、金額などを入力するだけで、自動計算で
申告書の作成ができ、作成した申告書は、そのままe-Taxで送信できます。
　詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）をご覧いただくか、
国税相談専用ダイヤルにお尋ねください。
国税相談専用ダイヤル（☎0570-00-5901）音声ガイダンスに従い「０」を選択してください。

〒862-８721
　熊本市東区東本町16番28号
熊本国税局業務センター 宛

玉名税務署
☎0968-72-2125
　※自動音声案内

会 場 ①：熊本城ホール１F展示ホールA
住　　所：熊本市中央区桜町3-40）
受付時間：午前９時～午後４時

会 場 ②：熊本東税務署
住　　所：熊本市東区東町3-2-53）
受付時間：午前９時～午後３時

相談対応内容
　　　①確定申告書用紙の配布
　　　②申告相談

【期間】２月16日～３月16日
　　　 （譲渡所得および贈与税の申告相談は２/24、３/２、３/３を除きます。）
【時間】午前９時～午後４時まで
【注意事項】
※当日の状況により、後日の来場をお願いする場合があります。
※スマホおよびマイナンバーカードをお持ちの人はご用意ください。なお、マイナンバー
カードを利用したスマホ申告をする際は、利用者証明用電子証明書のパスワード（数字
４桁）と署名用電子証明書のパスワード（英数字６文字以上16文字以下）が必要です。
※マイナンバーカードのパスワードを忘れてしまった場合やロックがかかってしまった場
合は、住民環境課戸籍住民係の窓口で再設定後、ご来場ください。
【入場整理券】
　相談会場に入場いただく際は、玉名税務署で当日配布する「入場整理券」が必要です。
整理券はLINEによる事前発行も行います。

  個人住民税申告の電子化が始まりました！！ 
　今回の申告から、マイナンバーカードを利用してeLTAXホームページなどを通じて個人住民税の申告
ができる「個人住民税の電子申告」を開始しました。詳細はeLTAXホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336

令和８年度（令和７年分）住民税・国民健康保険税・介護保険料

告

確定申告書など
作成コーナー
↓↓↓

国税庁LINE
公式アカウント
↓↓↓　

　　国

　　玉

　　確
　　提

　問
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チエブクロー

お 仕 事 説 明 会 は 毎 週 水 曜 日 ! !
詳しくは下記へご連絡ください

（公社）長洲町シルバー人材センター
住所：長洲町大字折崎213番地（古城公園内）
電話：0968-78-4642

長洲町　シルバー 検索

広告

剪定・草刈・草取り作業に興味のある方、大歓迎！
最初は皆さん未経験から始めています

広告

( )

( ) 
TEL : 0957-78-2100

TEL : 0968-78-0131

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も
熊本県特定（産業別）最低賃金が改正されました。

（１）熊本県地域別最低賃金
最低賃金の件名 時間額 効力発生年月日

熊本県最低賃金 1,034円 令和８年１月１日

（２）熊本県特定（産業別）最低賃金
産業 時間額 効力発生年月日

電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

1,063円 令和８年１月１日

自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業、舶用

機関製造業
1,074円 令和８年１月１日

百貨店、総合スーパー 1,034円※ 令和８年１月１日

※最低賃金法第６条第１項により熊本県最低賃金が適用さ
れます。
特定（産業別）最低賃金には、適用範囲があります。詳し
くは、熊本労働局労働基準部賃金室（☎096-355-3202）
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

申し込みが簡単で便利な

　「ペイジー口座振替受付サービス」をご利用ください！！
ペイジー口座振替サービスとは
　専用端末にキャッシュカードを通し、キャッシュカードの暗証番号を入力することで、町県民税などの
税金や各種料金の口座振替の申し込みや変更ができるサービスです。口座届出印も不要で手続きできます。
※カードの種類によっては取扱いできない場合があります。

▼ご利用可能な金融機関
肥後銀行、熊本中央信用金庫、JA玉名、
ゆうちょ銀行、熊本第一信用金庫

▼お申し込みに必要なもの
・ご利用できる金融機関のキャッシュカード
   （４ケタの暗証番号）
・本人確認ができるもの
  （運転免許証やマイナンバーカードなど）▼お申し込みできる場所

町役場１階（会計室、福祉保健介護課）、
浄化センター１階（水道課）

問　会計室　☎78-3147

※ お申し込みはカード名義人である納付義務者または生計を共にする同居の親族の人がカードを持参し
お申し込みください。
※ 従来の口座振替依頼書によるお申し込みも引き続き行っております。
  （振替を希望される金融機関に直接お申し込みください。）

２０２6年2月号　　　おしらせ
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　このたび、長洲町に伝わる民話を題材にしたアニメ「オマンドンの洲」が完成し、長洲
町が「海ノ民話のまち」として認定されることとなりました。熊本県内では初となります。
　これを記念し、次の通り認定証交付式およびアニメーション上映会を開催します。
　上映会当日は、一般社団法人日本昔ばなし協会 代表理事・アニメ監督の沼田心之介さん
をお迎えし、アニメ制作における秘話などをお話いただきます。
　ぜひ皆さまお越しください。

　３月20日㊎・㊗　午前10時～11時30分（受付開始　午前９時30分）
　中央公民館　集会室（参加費：無料）
　ご来場者には、オリジナルノベルティグッズをプレゼント！

　　　　　　　（お一人様１点。なくなり次第終了）
　『オマンドンの洲』

長洲町の海岸沖合に姿を現す砂丘が舞台となっており、海難事故の教訓が描かれます。
限りある資源を大事にする気持ちや、危険を顧みない行動への戒

いまし

めを教えてくれる内容です。

問　まちづくり課　企画調整係　☎78-3239

「海ノ民話のまちプロジェクト」とは、海と
深く関わりを持つ日本という国の「海との
つながり」と「地域の誇り」を子どもたち
に伝え、語り継ぐことを目的とし、一般社
団法人日本昔ばなし協会と日本財団が推進
する取り組みです。

▶詳細は、こちらをご覧ください。
https://uminominwa.jp/
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●申・問　にじいろはうす　☎79-8211

　２月に入りました。毎日寒い日が続いていますが、にじいろはうすの中は寒さ知らず。２階の遊びの広場で楽しく
遊べます。みんなで遊びにきませんか。

《にじいろはうす２月のワークショップ①》 参加者募集！

「キッズレザーワークショップ」
本物のレザーを使ったキーホルダーをみんなで作ります。
写真を入れるタイプなので色々な使い方ができます。
日　時　２月７日㊏　午後１時30分～２時30分
場　所　デジタル学習室
講　師　堀本　美由紀さん
対　象　小学生～親子での参加もOK！
参加費　無料
定　員　15人（事前申し込みが必要）
キーホルダーに入れる写真かイラスト（2.5㎝×2.5㎝）
を持ってきてください。

《にじいろはうす２月のワークショップ③》 参加者募集！

「手仕事ワークショップ ～ティッシュカバーを作ろう」
針と糸でチクチク、おしゃべりをしながら作りませんか？
箱なしティッシュカバーとマグネット、クリップを作ります。
※ティッシュはついてません。
日　時　２月21日㊏　午前９時30分～正午
場　所　デジタル学習室
講　師　上田　敏子さん
対　象　裁縫が好きな人
参加費　500円
持ってくるもの　裁縫道具
定　員　15人（事前申し込みが必要）

≪３月の営業について≫
　３月５日㊍は館内清掃のため、お風呂は午後３時
オープンになります。利用者のみなさんにはご不便を
おかけしますが、ご了承ください。
　他の施設は通常どおり利用できます。

《にじいろはうす２月のワークショップ②》 参加者募集！

「バレンタインスイーツ」ワークショップ
混ぜて焼くだけの簡単ブラウニーをバレンタインのプレゼ
ントに手づくりしませんか？今回は６号サイズの１ホール
を焼きます。
日　時　２月14日㊏　① 午前９時30分
　　　　　　　　     ② 午前10時30分
場　所　はぐくみラウンジ
講　師　浦野　里美さん
対　象　小学生～大人
参加費　1,000円（材料費込み）
定　員　各時間ともに５人（事前申込みが必要）

《にじいろはうす２月のワークショップ④》 参加者募集！
春よ来い！

「おひなさまを作ろう！」
折り紙でかわいいおひなさまを作ります。
あなたも参加しませんか？
日　時　２月28日㊏　午前10時～11時
場　所　デジタル学習室
対　象　小学生～（幼児さんは親子での参加）
参加費　無料
定　員　15人（事前申し込みが必要）

町の銭湯～にじいろはうす入浴室
　いつもご利用いただきありがとうございます。
　にじいろはうす入浴室は、各浴室にボディソープ、
リンスインシャンプーを常備しています。タオル１枚で
気軽に利用できると皆さまに好評をいただいています。
　仕事帰りにまたは日々の疲れを癒しに、どうぞご利用
ください。皆さまのお越しをお待ちしています。

営業時間　 午前10時～午後８時

長洲町多世代交流施設　にじいろはうす　お知らせ　コーナー

学びの広場よりお知らせ

２月の移動図書館
■日時　２月13日㊎、27日㊎　午後３時30分～４時30分
子どもの絵本や実用書もあります！本を借りた人にはしおりのプレゼントがあります。

２月の　にじのおはなし会
■日時　２月28日㊏   午前10時30分～11時　幼児から小学生まで楽しめる手遊びやお話、紙芝居があります。

お友だちを誘って遊びにきてくださいね！

　

写真はイメージ
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ベトナム語講座 その10タインさんの

お正月の伝統料理「バインチュン」
　ベトナムの代表的なお正月料理の１つが、“Bánh 

g（バインチュン）”です。バインチュンは四角い
形をしており、もち米・豚肉・緑豆を使いバナナの葉
やドンの葉で包んだものを６～８時間ほどゆでたもの
です。（※日本の「ちまき」に少し似ています。）
　四角い形は「大地」を表していると言われ、天地や
祖先への感謝の気持ちが込められて
います。多くの家庭では、家族みんなで一緒に作り、
温かいお正月の雰囲気を楽しみます。

ベトナムの旧正月「テト」について
　ベトナムの旧正月は「 t（テト）」、正式には「

n（テト・グエン・ダン）」と呼ばれます。
　旧暦の暦で決まるため、毎年お正月の日にちは変わ
り、今年のベトナムの旧正月は、
２月17日です。
　テトは、ベトナムで一年の中で最も
大切な祝日で、この時期、人々は故郷
へ帰省し、家族と一緒に過ごし、
先祖を敬いながら新年を祝います。

最も
故郷

相　　　談
相　　談 日　　時 場　　所 問い合わせ

夜間納付窓口  ２月12日㊍
 ２月26日㊍ 午後８時まで 役場１階　税務課 税務課　収納対策推進係

（☎78-3124）

消費生活相談 毎週木曜日
（祝日除く） 午前10時～午後４時 役場３階　相談室 総務課　総務係（☎78-3113）

家計管理相談  ２月19日㊍ 午前10時～午後４時 役場３階　相談室 総務課　総務係（☎78-3113）

生活とこころの無料相談会
（人権擁護委員、弁護士、司法書士、
臨床心理士）

 ２月 ３日㊋ 午後１時30分～４時30分
人権擁護委員、弁護士、司法書士、臨床心理士

すこやか館 総務課　総務係（☎78-3113）
 ３月 ３日㊋ 午後１時30分～４時30分

人権擁護委員、弁護士、司法書士、臨床心理士

行政相談  ２月18日㊌ 午後２時～４時 役場３階　相談室 総務課　総務係（☎78-3113）

国民・厚生年金相談  ２月24日㊋ 午前10時～午後３時 荒尾市役所 日本年金機構　玉名年金事務所
（☎ 74-1612）

各種証明書交付　夜間窓口  ２月12日㊍
 ２月26日㊍ 午後８時まで 役場１階　住民環境課 住民環境課　戸籍住民係

（☎ 78-3116）
個人番号カード
休日交付窓口  ２月 １日㊐ 午前９時～正午まで 役場１階　住民環境課 住民環境課　戸籍住民係

（☎ 78-3116）

注）家計管理相談・生活とこころの無料相談会、国民・厚生年金相談は、事前に電話での予約が必要です。

令和７年度　工場排水水質検査結果（第４回）

※　詳しくは、町HP（【ホーム】→【くらし・手続き】→【ごみ・環境・ペット】→【公害・規制】
　　→【工場排水の水質検査結果】）をご覧ください。

　町では、年６回の工場排水水質検査を実施しています。第４回は、11月21日㊎午後に採水を行いました。
　その結果、全て基準内でありました。
　　対象企業 不二ライトメタル株式会社 株式会社LIXIL

九州オーエム株式会社 ジャパン　マリンユナイテッド株式会社　有明事業所
　※対象企業の荒尾鉄工団地協同組合において、一部設備の都合により、現在採水は見合わせております。

入札関連情報

工事（業務）名 落札業者名 予定価格（円） 落札金額（円） 落札率 入札参加者数
赤田・上沖洲線道路舗装工事 興亜建設工業㈱ 6,837,600 6,655,000 97.33% 7
上沖洲・鷲巣線道路舗装補修工事（その２） 興亜建設工業㈱ 8,226,900 8,030,000 97.61% 7
松くい虫防除事業（樹幹注入）業務委託 ㈲堤清田建設  長洲営業所 1,862,894 1,749,000 93.89% 6
宮崎川河川災害復旧工事 興亜建設工業㈱ 8,719,700 8,525,000 97.77% 5
鷲巣下線道路災害復旧工事 ㈲西部建設 5,237,100 4,972,000 94.94% 5
鷲巣・金山線道路災害復旧工事 ㈲フクミツ建装 4,540,800 4,431,790 97.60% 8
高田・大野下線道路災害復旧工事 ㈲平安建設 5,474,700 5,335,000 97.45% 5

【指名競争入札】 入札日：12月19日
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